
隠岐の島町空家クリーニング事業補助金交付要綱 

平成31年３月15日 

告示第26号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、隠岐の島町空家情報活用制度「空家バンク」（平成30年隠岐

の島町告示第47号）に基づき空家を提供する場合に、隠岐の島町内の空家の有効

活用を促進することを目的とする隠岐の島町空家クリーニング事業補助金（以下

「補助金」という。）に関し、隠岐の島町補助金等交付規則（平成16年隠岐の島

町規則第36号。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 空家 隠岐の島町空家情報活用制度「空家バンク」（以下「空家バンク」

という。）に登録した物件のうち居住を目的に建築された一戸建ての住宅 

（２） 所有者 空家に係る所有権その他の権利により、売買又は賃貸を行うこ

とができる権利を有する者 

（３） 対象住宅 当該事業でクリーニングを行った空家 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象者は、次の各号全てに該当する空家の所有者とする。 

（１） 当該事業による補助金の交付を受けた日から空家を引き続き２年以上、

空家バンクに登録する意思がある者 

（２） 隠岐の島町税の滞納のない者 

（３） 当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受け

ていない者 

（４） 隠岐の島町暴力団排除条例（平成24年隠岐の島町条例第16号）に規定す

る暴力団員でない者 

（補助対象経費及び補助金額） 

第４条 補助対象経費及び補助金額は別表第１のとおりとし、予算の範囲内におい



て交付する。 

２ 空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に

限るものとする。 

３ 補助金の交付回数は、同一空家に対して１回限りとし、居住のための用に供す

る範囲に限るものとする。 

４ 別表第１に規定する補助金については、同一年度に限り重複して交付すること

ができるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、隠岐の

島町空家クリーニング事業補助金交付申請書（様式第１号）に必要な書類を添付

し、町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、補助金の交付を適当と認めたときは、隠岐の島町空家クリーニング事業補助

金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金対象事業の変更等） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助

事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）、又は中止しようとするときは、隠岐

の島町空家クリーニング事業補助金変更（中止）申請書（様式第３号）に必要な

書類を添付し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 補助事業に要する補助金の額の増減がないこと、及び経費配分を交付決

定を受けた補助対象経費の30%以内で増減させる場合 

（２） その他町長が認めるもの 

（補助金の変更承認） 

第８条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、適当と認めたときは、隠岐の島町空家クリーニング事業補助金変更（中止）

承認通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 



（実績報告） 

第９条 補助事業者は、事業が完了したときは、隠岐の島町空家クリーニング事業

補助金実績報告書（様式第５号）に必要な書類を添付し、速やかに、町長に提出

しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第10条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、当該報告

書に係る事業の成果を適当と認めるときは、補助金の額を確定し、隠岐の島町空

家クリーニング事業補助金確定通知書（様式第６号）により、補助事業者に通知

するものとする。 

（補助金の請求） 

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、隠岐の島町クリーニ

ング事業補助金請求書（様式第７号）による補助事業者からの請求に基づき補助

金を交付するものとする。 

（報告、検査及び指示） 

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の交付に

関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。 

（交付決定の取消し） 

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付決定の一部又は全部を取り消すことができる。 

（１） 対象住宅を、補助金の交付確定日から２年未満で、交付の目的に反して

使用、譲渡、交換、又は廃棄したとき。 

（２） 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（４） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しく

は町長の処分に従わなかったとき 

２ 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を

付して隠岐の島町空家クリーニング事業補助金交付決定取消通知書（様式第８号）

により、補助事業者に通知するものとする。 



３ 第１項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後に

ついても適用する。 

（補助金の返還） 

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、

その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者

に対し隠岐の島町空家クリーニング事業補助金返還命令書（様式第９号）により

期限を定めて返還を命ずるものとする。 

（財産処分の制限） 

第15条 補助事業者は、対象住宅を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に

反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が別表

第２により算出した金額を町に納付した場合並びに事業が完了してから２年を経

過した場合は適用しない。 

（委任） 

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

種類 補助対象経費 補助金額 

残置物処分費 空家の残置物処分に係る消耗品費、

燃料費、手数料、委託料、使用料及

び賃借料でその額が２万円以上で

あること 

対象経費の２分の１以内

（ただし、10万円を限度と

する。） 

ハウスクリーニン

グ費 

空家の内部清掃に係る消耗品費、燃

料費、手数料、委託料、使用料及び

賃借料で、その額が２万円以上であ

ること 

対象経費の２分の１以内

（ただし、10万円を限度と

する。） 

別表第２（第15条関係） 



経過年数 返済額 

２年未満 補助金交付額の全額 



 


